
様式第９号（別紙３） 

 

岡山市可燃ごみ広域処理施設整備・運営事業 

 

プレゼンテーション実施要領 

 

 

岡山市は、改善技術提案書及び見積書を提出した、かつ、改善技術提案が落札者決定基準に

示す必須項目を満たしている入札参加者を対象とし、個別のプレゼンテーションを実施する。

入札参加者は、このプレゼンテーションに出席し、岡山市の求めに応じて必要な資料作成及び

説明を実施しなければならない。 

プレゼンテーションは、以下の手続きに基づいて実施する。なお、プレゼンテーションに際

しての説明内容と提出する技術提案書との整合性に留意すること。 

 

（１）開催日時等 

ア 開催日時及び場所は、令和３年 10 月初旬頃を目途に入札参加者へ通知する。 

イ 資料の提出方法等については、開催日時等の通知の際に併せて通知する。 

ウ 出席者は 10 名を上限とする。 

（２）実施の目的 

ア 入札参加者による技術提案についてのプレゼンテーション 

イ プレゼンテーション及び技術提案の内容等に関する疑義等に対する個別応答 

（３）プレゼンテーション用資料 

プレゼンテーションに臨むにあたって入札参加者は（１）のアによる通知に示す資料を準

備すること。また、資料の部数についても併せて通知する。 

なお、資料及び説明においては入札参加者の構成企業の社名がわかる表現を使用してはな

らない。 

（４）留意事項 

ア 入札参加者間の協議を禁止する。 

イ プレゼンテーションの会場では岡山市の指示に従うこと。 

 

以 上  


